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有償ストック・オプション（新株予約権）の消滅に関するお知らせ 

 

当社は、当社取締役（監査等委員であるものを含む。）及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員

に対し、発行した新株予約権（以下「本新株予約権」という。）について、その全てが消滅することとなりましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．消滅の対象となる新株予約権の内容 

第１回新株予約権の概要  

発行決議日 平成 26 年２月 20日 

割当先 
当社取締役（監査等委員であるものを含む。）及び従業員並びに当社子会社の

取締役及び従業員 

権利行使期間 平成 28 年１月４日から平成 31年３月 29日まで 

新株予約権の個数 6,470個（目的となる株式の数：647,000個） 

消滅後の新株予約権の個数 ０個（目的となる株式の数：0株） 
 
２．新株予約権消滅の理由 
当社が発行した上記新株予約権は、下記の「新株予約権の行使の条件」があり、このいずれの条件も満たさ

なかったため、当該新株予約権の全てが消滅するものです。 

 
＜上記新株予約権の行使の条件＞ 
本新株予約権者は、平成 27年９月期乃至平成 29年９月期の監査済みの当社連結損益計算書（連結財務諸 

表を作成していない場合は損益計算書）において、売上高および経常利益が次の各号に掲げる条件を満たし

ている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使

することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１

個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することが



できる。 

(1) 平成 27 年９月期の売上高が 165 億円を超過し、かつ経常利益が５億円を超過している場合 

・本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の 50％ 

(2) 平成 28 年９月期の売上高が 170 億円を超過し、かつ経常利益が７億円を超過している場合 

・本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の 30％ 

(3) 平成 29 年９月期の売上高が 180 億円を超過し、かつ経常利益が 10 億円を超過している場合 

・本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の 20％ 

 
 
３．新株予約権の消滅日 
平成 29 年 11 月 22 日 
 
４．今後の見通し 
当該新株予約権の消滅による業績への影響は軽微です。 
 
 

以 上 
 


